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地方公共団体等による土地の先買い制度について

公有地の拡大の推進に関する法律とは

県や市町村等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得し、安

定的に確保しておく必要があります。

このため、「公有地の拡大の推進に関する法律」（略して公拡法）に基づく土地の先買い制度があ

ります。

有償譲渡の届出（第４条）

公拡法第４条は、土地所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しよう

とする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ市長に届け出ることを義務づけています。

買取希望の申出（第５条）

都市計画区域内にある２００㎡以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、

土地所有者は当該土地の所在する市長にその旨を申し出ることができます。

＜届出・申出対象地域＞

届出対象 申出対象

都 市 計 画 区 域

都 市 計 画 施 設 道 路 等 の 区 域

市 街 化 区 域

生産緑地地区の区域等

２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ５，０００㎡以上

２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上
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手続きの流れ

土地所有者

土地を有償譲渡する場合の届出（第４条） 土地の買取り希望の申出（第５条)

県、市町村、土地開発公社等に買取希望の有無を照会

買取り希望有り 買取り希望無し

土地所有者と買取りの協議を

する主体を決定

通知

決定した協議主体を土地 ※届出または申出があった

所有者と協議主体の双方に 時から３週間以内

通知(※)

土地所有者と協議主体

協議

協議成立 協議不成立 土地所有者の自由意志で

第三者へ譲渡可

売買契約締結

公拡法第４条により届出が義務づけられている土地

１１１１．．．．次次次次のののの（（（（１１１１）～（）～（）～（）～（５５５５））））にににに該当該当該当該当するするするする土地土地土地土地をををを含含含含む２００む２００む２００む２００㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの一団一団一団一団のののの土地土地土地土地

（１）都市計画施設（都市計画決定された都市施設）の区域内に所在する土地

注：都市施設とは、道路、公園、河川、学校、病院など、都市計画法第１１条第１項の

各号に定められた施設をいいます。

（２）都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの

① 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

② 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

③ 河川法により河川予定地として指定された土地

④ ①から③までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

（３）大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による土地区

画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、知事が指定し、主務省令で定める

ところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

（４）都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する

土地

（５）都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地

２２２２．．．．市街化区域内市街化区域内市街化区域内市街化区域内で５で５で５で５，，，，００００００００００００㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの一団一団一団一団のののの土地土地土地土地
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「届出」または「申出」後の譲渡制限

公拡法に基づく届出または申出が市町村の窓口で受理されてから一定期間、その土地を譲渡する

ことが禁止されます。

（１）「届出」または「申出」が市町村の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から買取りの協

議を行う地方公共団体を決定した旨の通知があった場合

→通知が届いてから３週間経過するまで、または協議が終了するまでが譲渡制限期間となりま

す。

届出/申出 通知

３週間以内 ３週間以内

譲 渡 制 限

（２）「届出」または「申出」が市町村の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から買取りを

望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合

→通知が届いた時点で譲渡制限は解除されます。

届出/申出 通知

３週間以内

譲 渡 制 限

（３）「届出」または「申出」が市町村の窓口で受理されてから３週間以内に、市長から（１）及び

（２）の通知がなかった場合

→届出または申出が受理されてから３週間を経過した日に譲渡制限は解除されます。

届出/申出

３ 週 間

譲 渡 制 限

罰則

届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、５０

万円以下の過料に処せられることがあります。

税務上の特典

公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による

特別控除を受けることができます（最大１，５００万円）。


